
 資料１  

 

熊 本 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿 
第５４期 (令和５年４月１日～令和７年３月３１日) 

 

                         （令和5年4月1日任命） 

（令和6年3月1日現在） 

区分 氏     名 現      職 

 

 

 公 

 益 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

 

泉
いずみ

   潤
じゅん

 
熊 本 日 日 新 聞 社  

論 説 委 員 長 

◎倉田
く ら た

  賀
か

世
よ

 
熊 本 大 学 法 学 部  

教 授 

諏佐
す さ

  マ リ 
熊 本 大 学 法 学 部  

准 教 授 

〇本田
ほ ん だ

  悟士
さ と し

 弁 護 士 

森口
も り ぐ ち

 千
ち

弘
ひろ

 
熊本学園大学社会福祉学部 

准 教 授 

 

 

 労 

 働 

 者 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

齊藤
さ い と う

 智 洋
ともひろ

 
日本労働組合総連合会  

熊本県連合会副事務局長 

西
に し

  広
ひ ろ

継
つぐ

 
UAゼンセン熊本県支部  

支 部 長 

花岡
はなおか

 久美子
く み こ

 
日本労働組合総連合会  

熊本県連合会県南地協事務局長 

森田
も り た

   操
みさお

 
日本労働組合総連合会  

熊 本 県 連 合 会 副 会 長 

山本
やまもと

   寛
ひろし

 
日本労働組合総連合会  

熊本県連合会事務局長  

 

 

 使 

 用 

 者 

 代 

 表 

 委 

 員 

 

岩田
い わ た

 圭 代
か よ

 
株式会社岩田コーポレーション 

監 査 役 

岩永
い わ な が

 秀 則
ひでのり

 
熊 本 県 経 営 者 協 会  

専 務 理 事 

坂本
さかもと

   浩
ひろし

 
熊本県商工会議所連合会 

専 務 理 事 

原
はら

    悟
さとる

 
熊 本 県 商 工 会 連 合 会 

専 務 理 事 

山下
やました

  学
まなぶ

 
株 式 会 社 野 田 市 電 子 

取 締 役 事 業 部 長 

         （注）◎は会長、〇は会長代理である               （五十音順・敬称略） 
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令和５年度審議会等開催状況一覧 

令和 5 年度実績 開催場所 

全員協議会  令和 5年 5 月 12 日（金）10；00～ 

・熊本地方最低賃金審議会等の運営について 

・今年度の審議日程等について 

・事業場視察について 

・専門部会の公開について 

 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

本 審 第１回 令和 5年 7月 5 日（水）14：00～ 

・熊本地方最低賃金審議会会長及び会長代理の選出について 

・熊本県（地域別）最低賃金改正決定の諮問について 

・熊本県最低賃金専門部会の委員任命の推薦公示及び関係者からの意見聴取

の公示について 

・最低賃金審議会令第６条第５項の議決について 

・熊本県の経済情勢等について（九州財務局より説明） 

・熊本県特定（産業別）最低賃金改正の申出について 

・熊本県特定（産業別）最低賃金改正決定の必要性の有無の諮問について 

・運営小委員会について 

・審議会の公開について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

事業場視察   令和 5年 7月 7 日（金）10；00～ 

・事業主等による事業概要説明 

・事業場見学（都合により中止） 

・事業主等との意見交換 

・労働者代表との意見交換 

事務所 

 

地賃専門部会 第１回 令和 5年 7月 28 日（金）10：00～ 

・部会長、部会長代理の選出 

・最低賃金に関する基礎調査結果の説明 

・基本的見解の表明 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

本 審 第２回 令和 5年 8月 1 日（火）13：30～ 

・令和５年度地域別最低賃金改定の目安について（伝達） 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

地賃専門部会 第２回 令和 5年 8月 1日（火）14：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

地賃専門部会 第３回 令和 5年 8月 3日（木）13：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 
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地賃専門部会 第４回 令和 5年 8月 4日（金）13：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

地賃専門部会 第５回 令和 5年 8月 7日（月）9：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

地賃専門部会 第６回 令和 5年 8月 14 日（月）9：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

運営小委員会 第１回 令和 5年 8月 14 日（月）13：30～ 

・委員長及び委員長代理の選出について 

・熊本県特定最低賃金改正決定の必要性の有無について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

本 審 第３回 令和 5年 8月 14 日（月）14：30～ 

・熊本県最低賃金改正の答申について 

・特定最低賃金改正決定の必要性の有無の報告及び答申について 

・特定最低賃金専門部会決議の審議会令第６条第５項の適用について 

・特定最低賃金改正決定の諮問について 

・今後の特定最低賃金審議日程について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

本 審 第４回 令和 5年 8月 30 日（水）10：00～ 

・熊本地方最低賃金審議会の意見に対する異議の申出について 

・熊本県最低賃金専門部会の廃止について 

・最低賃金法第 21条の規定に基づく建議について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

特賃専門部会 【輸送機械】 第１回 令和 5年 9 月 26 日（火）10：00～ 

・部会長、部会長代理選任 

・基本的見解の表明 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

特賃専門部会 【電気機械】 第１回 令和 5年 9 月 28 日（木）10：00～ 

・部会長、部会長代理選任 

・基本的見解の表明 

・金額審議 

Ａ棟１階 

記者会見室 

特賃専門部会 【輸送機械】 第２回 令和 5年 10 月 4 日（水）13：30～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

特賃専門部会 【電気機械】 第２回 令和 5年 10 月 10 日（火）10：00～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

特賃専門部会 【輸送機械】 第３回 令和 5年 10 月 11 日（水）10：00～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

特賃専門部会 【電気機械】 第３回 令和 5年 10 月 12 日（木）10：00～ 

・金額審議 

Ａ棟 10 階 

大会議室 
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本 審 第５回 令和 5年 10 月 16 日（月）10：00～ 

・熊本県特定最低賃金改正の答申について 

・熊本県特定最低賃金専門部会の廃止について 

・今後の日程について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

本 審 第６回 令和 5年 11 月 1日（水） 中止 

本 審 第７回 令和 6年 3月 12 日（火） 

・令和６年度の熊本地方最低賃金審議会運営について 

・特定最低賃金の改正に関わる関係労使の申出の意向表明（確認）について 

Ａ棟 10 階 

大会議室 

※第 6 回本審は、特定最低賃金の答申に対する異議申出の提出がなかったため中止となった。 









令和５年度の実績

　　５月10日（金）

　全員協議会 14:00～
　（公益事務局打合13：30～）

　５月１２日（金）
　全員協議会10：00～

　　６月　　事業場視察（予定） 　7月7日（金）事業場視察

　　７月上旬
　　　　本　　審

　７月５日（水）14：00～
　　第１回本審

　　７月 下旬
　　　　専門部会

　
　７月 ２８日（金）
10：00～
　　第１回専門部会

※中賃目安答申　７月下旬頃

　８月１日（火）13：30～
　　第２回本審

　８月１日（火）14：30～
　第２回専門部会

 　　７月下旬
　　　　専門部会

　８月３日（木）13：30～
　第３回専門部会

 　　８月上旬
　　　　専門部会

　８月４日（金）13：30～
　第４回専門部会

※昨年は8月7日まで結審に至ら
　なかった。

　８月７日（月）9：30～
　　第５回専門部会

 　　８月上旬
　　　　専門部会

　8月14日（月）9：30～
　　第６回専門部会

　８月14日（月）
　 運営小委員会13：30～

　8月14日（月）14：30～
　第３回本審

※異議申出締切　 ８月２９日（火）

　　８月下旬
　　　  本　　　審

　８月３０日（水）
　第４回本審10：00～

　　　　

９月２６日（火）
①輸送専門部会10：00～

９月２８日（木）
①電気専門部会10：00～

※昨年の百貨店については、労働協約
の最低額（895円）を地域別最低賃金の
改正額（898円）が上回ったため、改正の
必要性なしと判断された。

１０月４日（水）
②輸送専門部会13：30～

１０月１０日（火）
②電気専門部会10：00～

１０月１１日（水）
③輸送専門部会10：00～

１０月１２日（木）
③電気専門部会10：00～

　　１０月中旬
     　本　審

１０月１６日（月）
第５回本審10：00～

※異議申出締切　 １０月３１日（月）

　　１０月下旬
　　　　本　審

１１月１日（水）
第６回本審（中止）

　　　３月上旬～中旬
　　　　本　　審

３月１２日（火）
第７回本審14：00～

第３回　特定最賃専門部会
（電気機械）

金額審議
 答申（第６条第５項適用）

事業場視察

第１１回　本　　　審
 地域別最低賃金改正異議申出の諮問、審議及び答申
 地域別最低賃金専門部会の廃止決議

 金額提示
 金額審議

第３回  地域別専門部会
 金額提示
 金額審議

第４回  地域別専門部会
 金額提示
 金額審議

地域別専門部会委員公示
７月５日～７月１９日（推薦公示）

金額審議

第３回　特定最賃専門部会
（輸送機械）

 金額審議
 答申（第６条第５項適用）

第１４回　本　　審
 令和７年度審議会運営協議
 特定最賃改正申出の意向表明（確認）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１２月１５日（金）発効とするためには、１０月１６日（月）までに答申要旨を公示する必要があった。

第１２回　本　　審
 
 特定最賃専門部会報告、採決、改正答申

第１３回　本　　審
※異議申出がない場合は中止

 異議申出の諮問、答申
 特定最賃専門部会の廃止決議

特
定

（
産
業
別

）
最
低
賃
金

　　９月下旬
　　　  専門部会

第１回　特定最賃専門部会
（輸送機械）

 部会長、部会長代理の選出
 基礎調査結果説明・基本的見解の表明・金額提示

第１回　特定最賃専門部会
（電気機械）

　同　　　　上

第１回　特定最賃専門部会
（百貨店）

　同　　　　上

　  ９月下旬～１０月上旬
　　　 専門部会

第２回　特定最賃専門部会
（輸送機械）

 
金額審議

第２回　特定最賃専門部会
（電気機械）

第２回　特定最賃専門部会
（百貨店）

第３回　特定最賃専門部会
（百貨店）

金額審議

　 １０月中旬
　　　 専門部会

 令和６年度地域別最低賃金改定の目安について（伝達）

　　　　運　　小
　　　  本　　審
　
　

第２回　運営小委員会
 特定最賃改正申出書の審査結果報告
 特定最賃改正決定の必要性有無の審議、答申

第１０回　本　　　審

 熊本県最低賃金改正の答申（報告）
 特定最低賃金改正の必要性有無の報告
 特定最低賃金改正決定の諮問
 特定最賃専門部会の審議会令第６条第５項の適用決議

第５回  地域別専門部会
金額提示
 金額審議
 答申（第６条第５項適用）

第２回  地域別専門部会

資料６

金額審議
 答申（第６条第５項適用）

第５４期（令和６年度）熊本地方最低賃金審議会審議日程（案）

第１回  全員協議会
 令和６年度審議会運営の説明
 令和６年度審議会開催日程の説明
 特定最低賃金の申出要件説明

地
域
別
最
低
賃
金

第８回　本　　　審

 熊本県（地域別）最低賃金改正の諮問
 専門部会委員の推薦公示
 関係者からの意見聴取の公示
 最低賃金審議会令第６条第５項の適用決議について
 特定最低賃金改正の申出
 特定最低賃金改正決定の必要性有無の諮問
 熊本県の経済情勢等について（財務局）

第１回  地域別専門部会

 部会長、部会長代理の選出
 意見書の審議
 最低賃金改定状況調査結果の説明
 最低賃金基礎調査結果の説明
 基本的見解の表明
 今後の審議日程

                                        ※昨年、１０月１日発効とするためには、８月７日(月）までに答申要旨を公示する必要があった。

令和５年度は、７月３１日（月）中賃目安答申

 　　７月下旬
　　　　本　　審
　　　　専門部会

第９回　本　　　審



15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（木） 8月16日（金） 8月28日（水） 9月27日（金）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9月28日（土）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9月29日（日）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 10月2日（水）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 10月3日（木）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 10月4日（金）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 10月5日（土）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 10月6日（日）

8月13日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 10月9日（水）

8月14日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月11日（水） 10月11日（金）

8月16日（金） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月17日（土） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月12日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月13日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月18日（水） 10月18日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月19日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 10月24日（木）

8月27日（火） 9月11日（水） 9月25日（水） 10月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月13日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

8月31日（土） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月1日（日） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月2日（月） 9月17日（火） 9月30日（月） 10月30日（水）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月1日（火） 10月31日（木）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月25日（金） 11月24日（日）

10月1日（火） 10月16日（水） 10月28日（月） 11月27日（水）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月3日（木） 10月18日（金） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月4日（金） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）



15日 8営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(火)発効とするためには、８月５日（月）までに答申要旨を公示する必要がある。
　なお、その場合は法定発効ではなく、指定日発効となるよう公示文を作成すること。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月5日（土） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月6日（日） 10月21日（月） 10月31日（木） 11月30日（土）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月21日（木） 12月21日（土）



15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（日） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月2日（月） 9月17日（火） 10月2日（水） 11月1日（金）

9月3日（火） 9月18日（水） 10月3日（木） 11月2日（土）

9月4日（水） 9月19日（木） 10月4日（金） 11月3日（日）

9月5日（木） 9月20日（金） 10月7日（月） 11月6日（水）

9月6日（金） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月7日（土） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月8日（日） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月9日（月） 9月24日（火） 10月8日（火） 11月7日（木）

9月10日（火） 9月25日（水） 10月9日（水） 11月8日（金）

9月11日（水） 9月26日（木） 10月10日（木） 11月9日（土）

9月12日（木） 9月27日（金） 10月11日（金） 11月10日（日）

9月13日（金） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月14日（土） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月15日（日） 9月30日（月） 10月15日（火） 11月14日（木）

9月16日（月） 10月1日（火） 10月16日（水） 11月15日（金）

9月17日（火） 10月2日（水） 10月17日（木） 11月16日（土）

9月18日（水） 10月3日（木） 10月18日（金） 11月17日（日）

9月19日（木） 10月4日（金） 10月21日（月） 11月20日（水）

9月20日（金） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月21日（土） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月22日（日） 10月7日（月） 10月22日（火） 11月21日（木）

9月23日（月） 10月8日（火） 10月23日（水） 11月22日（金）

9月24日（火） 10月9日（水） 10月24日（木） 11月23日（土）

9月25日（水） 10月10日（木） 10月25日（金） 11月24日（日）

9月26日（木） 10月11日（金） 10月28日（月） 11月27日（水）

9月27日（金） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月28日（土） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月29日（日） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

9月30日（月） 10月15日（火） 10月29日（火） 11月28日（木）

10月1日（火） 10月16日（水） 10月30日（水） 11月29日（金）

10月2日（水） 10月17日（木） 10月31日（木） 11月30日（土）

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月3日（木） 10月18日（金） 11月1日（金） 12月1日（日）

10月4日（金） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月5日（土） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月6日（日） 10月21日（月） 11月5日（火） 12月5日（木）

10月7日（月） 10月22日（火） 11月6日（水） 12月6日（金）

10月8日（火） 10月23日（水） 11月7日（木） 12月7日（土）

10月9日（水） 10月24日（木） 11月8日（金） 12月8日（日）

10月10日（木） 10月25日（金） 11月11日（月） 12月11日（水）

10月11日（金） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月12日（土） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月13日（日） 10月28日（月） 11月12日（火） 12月12日（木）

10月14日（月） 10月29日（火） 11月13日（水） 12月13日（金）

10月15日（火） 10月30日（水） 11月14日（木） 12月14日（土）

10月16日（水） 10月31日（木） 11月15日（金） 12月15日（日）

10月17日（木） 11月1日（金） 11月18日（月） 12月18日（水）

10月18日（金） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月19日（土） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月20日（日） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月21日（月） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月19日（木）

10月22日（火） 11月6日（水） 11月20日（水） 12月20日（金）

10月23日（水） 11月7日（木） 11月21日（木） 12月21日（土）

10月24日（木） 11月8日（金） 11月22日（金） 12月22日（日）

10月25日（金） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月26日（土） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月27日（日） 11月11日（月） 11月25日（月） 12月25日（水）

10月28日（月） 11月12日（火） 11月26日（火） 12月26日（木）

10月29日（火） 11月13日（水） 11月27日（水） 12月27日（金）

10月30日（水） 11月14日（木） 11月28日（木） 12月28日（土）

10月31日（木） 11月15日（金） 11月29日（金） 12月29日（日）

11月1日（金） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月2日（土） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月3日（日） 11月18日（月） 12月2日（月） 1月1日（水）

11月4日（月） 11月19日（火） 12月3日（火） 1月2日（木）



15日 10営業日 30日

→ → →

令和６年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和５年12月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(日)発効とするためには、10月３日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

11月5日（火） 11月20日（水） 12月4日（水） 1月3日（金）

11月6日（水） 11月21日（木） 12月5日（木） 1月4日（土）

11月7日（木） 11月22日（金） 12月6日（金） 1月5日（日）

11月8日（金） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月9日（土） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月10日（日） 11月25日（月） 12月9日（月） 1月8日（水）

11月11日（月） 11月26日（火） 12月10日（火） 1月9日（木）

11月12日（火） 11月27日（水） 12月11日（水） 1月10日（金）

11月13日（水） 11月28日（木） 12月12日（木） 1月11日（土）

11月14日（木） 11月29日（金） 12月13日（金） 1月12日（日）

11月15日（金） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月16日（土） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月17日（日） 12月2日（月） 12月16日（月） 1月15日（水）

11月18日（月） 12月3日（火） 12月17日（火） 1月16日（木）

11月19日（火） 12月4日（水） 12月18日（水） 1月17日（金）

11月20日（水） 12月5日（木） 12月19日（木） 1月18日（土）

11月21日（木） 12月6日（金） 12月20日（金） 1月19日（日）

11月22日（金） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月23日（土） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月24日（日） 12月9日（月） 12月23日（月） 1月22日（水）

11月25日（月） 12月10日（火） 12月24日（火） 1月23日（木）

11月26日（火） 12月11日（水） 12月25日（水） 1月24日（金）

11月27日（水） 12月12日（木） 12月26日（木） 1月25日（土）









適用事業場数 適用労働者数

熊本県電子部品・デバイス・電子回路、 　

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

熊本県自動車・同附属品製造業、船舶製造・

修理業，舶用機関製造業

総  　　　   計 310 24,670

11,672

121

熊本県百貨店，総合スーパー 27 3,755

令和６年度　特定（産業別）最低賃金適用事業場数及び適用労働者数

熊本労働局（令和６年１月）

産　　業　　別　　最　　低　　賃　　金
令　和　５　年　度

備　考

9,243

162

資料12


